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１  趣 旨  

柏 崎 市 日 石 町 地 内 に 存 す る 市 有 地 （ 以 下 「 本 件 土 地 」） は 、 市 役 所 本

庁 舎 南 側 に 位 置 し 、 Ｊ Ｒ 柏 崎 駅 へ の ア ク セ ス が 容 易 で あ る な ど 立 地 条 件

に 恵 ま れ て い る 上 、 大 規 模 な 土 地 で あ る こ と か ら 、 非 常 に 高 い 将 来 性 を

有 し て い ま す 。  

柏 崎 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。） で は 、 本 件 土 地 に つ い て 、「 市 役 所 の 移

転 に よ る 人 の 流 れ や 周 辺 環 境 な ど の 状 況 を 把 握 し な が ら 、 利 活 用 方 法 の

検 討 を 進 め 、 駅 前 か ら 本 町 周 辺 の 中 心 市 街 地 の に ぎ わ い を 創 出 す る 用 途

に 活 用 す る 」 と の 方 針 を 定 め 、 こ れ ま で 活 用 に 向 け た 条 件 整 備 の た め の

取 組 み を 行 っ て き ま し た 。  

そ し て こ の た び 、 市 の 活 性 化 と 雇 用 の 確 保 を 実 現 さ せ る た め 、 本 件 土

地 に お け る 事 業 活 動 に よ っ て 、 将 来 に わ た り 高 い 経 済 効 果 を 生 み 出 し 、

他 に 波 及 効 果 を 及 ぼ す と 認 め ら れ る 民 間 事 業 者 へ 売 却 す る こ と に し ま し

た 。  

売 却 に 当 た っ て は 、 売 却 後 の 事 業 計 画 と 提 案 価 格 を 総 合 的 に 評 価 し 、

最 も 優 れ た 応 募 者 を 優 先 交 渉 権 者 と し て 決 定 す る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方

式 に よ り 買 受 候 補 者 を 選 定 し ま す 。  

 

 

 

２  売 却 物 件  
 ⑴  売 却 物 件 の 概 要  

所 在 地  地  番  地  目  面 積 （ ㎡ ）  

柏 崎 市 日 石 町 字 仲 才 身  1562 番 1 宅 地  2,719.38   

柏 崎 市 日 石 町 字 小 二 百 刈  1568 番  宅 地  2,538.06   

柏 崎 市 日 石 町 字 塩 込  1572 番 4 宅 地  300.15   

合    計    5,557.59   

詳 細 は 関 係 資 料 （ 位 置 図 、 平 面 図 、 物 件 調 書 等 ） を 参 考 の こ と 。  

な お 、 物 件 調 書 は 応 募 者 が 物 件 の 概 要 を 把 握 す る た め の 参 考 資 料 で あ

り 、 必 要 に 応 じ て 、 応 募 者 自 身 で 現 地 及 び 諸 規 制 に つ い て 調 査 確 認 を 行

う こ と 。  

⑵  位 置 図 、 物 件 調 書  

  ア  位 置 図  
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平 面 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  物 件 調 書  【 物 件 調 書 を 添 付 】  

ウ  都 市 計 画  非 線 引 き 都 市 計 画 区 域  

エ  用 途 地 域  商 業 地 域  

オ  建 蔽 率   ８ ０ ％  

カ  容 積 率   ４ ０ ０ ％  

キ  そ の 他 規 制 柏 崎 駅 前 地 区 地 区 計 画  

ク  接 道     都 市 計 画 道 路 ・ 日 石 町 鏡 町 線 （ 北 側 、 幅 員 １ ７ ｍ ）  

ケ  土 壌 汚 染  当 該 地 に 自 然 由 来 の ヒ 素 を 含 む 可 能 性 が あ る 土 砂 を 残 置 し

て い る が 「 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 」 に 指 定 さ れ て い な い 。  

コ  地 盤 状 況  当 該 地 に お い て 地 質 調 査 を 実 施 し て い な い 。 参 考 資 料 と し

て 、 柏 崎 市 役 所 本 庁 舎 （ 日 石 町 ２ 番 １ 号 ） で 実 施 し た 地 質

調 査 資 料 を 提 示 す る 。  

 

 

  

売 却 地  



3 

３  募 集 内 容  
⑴  提 案 を 求 め る 事 業 計 画  

提 案 を 求 め る 事 業 計 画 に お い て 、宿 泊 機 能 主 体 の ホ テ ル 建 設 を 必 須 条 件

と す る 。 な お 、 次 の ア か ら キ ま で の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

  ア  客 室 は １ ４ ０ 室 以 上 で あ る こ と 。  

  イ  ビ ジ ネ ス 目 的 や 観 光 目 的 等 の 利 用 に 応 え る 運 営 で あ る こ と 。  

  ウ  宿 泊 施 設 内 に 主 に 宿 泊 者 へ の 食 事 提 供 を 行 う た め の 食 品 衛 生 法 第

５ ５ 条 に 規 定 す る 飲 食 店 営 業 許 可 を 受 け た 施 設 を 備 え る こ と 。  

  エ  食 事 提 供 に 際 し 、 市 内 産 食 材 を 積 極 的 に 活 用 す る こ と 。  

  オ  ホ テ ル 施 設 の 従 業 員 は 、 市 内 在 住 者 を 優 先 し て 雇 用 す る よ う 努 め

る こ と 。  

  カ  施 設 の 整 備 に つ い て 、 工 事 発 注 や 資 材 調 達 に お い て 市 内 事 業 者 の

活 用 に 努 め る こ と 。  

 キ  市 及 び 地 域 経 済 団 体 等 の 活 動 に 積 極 的 に 協 力 す る こ と 。  

⑵  土 地 利 用 に 当 た っ て の 基 本 的 な 考 え 方  

前 号 の 事 業 計 画 に お け る 土 地 利 用 に 当 た っ て は 、 柏 崎 市 総 合 計 画 等 に

位 置 付 け ら れ た 立 地 特 性 を 活 か し 、 ま ち な か の 賑 わ い 創 出 の た め の 施 設

を 整 備 す る 必 要 が あ る 。  

  ア  柏 崎 市 総 合 計 画 の 位 置 付 け  

本 件 土 地 を 含 む 中 心 市 街 地 に 都 市 機 能 な ど を 緩 や か に 誘 導 す る こ

と に よ り 、 コ ン パ ク ト で 住 み や す い ま ち づ く り を 推 進 し て い る 。 市

役 所 本 庁 舎 に 隣 接 し て い る 当 地 は 、 市 役 所 の 移 転 に よ る 人 の 流 れ や

周 辺 環 境 な ど の 状 況 を 把 握 し な が ら 、 利 活 用 方 法 の 検 討 を 進 め 、 駅

前 か ら 本 町 周 辺 の 中 心 市 街 地 の に ぎ わ い 創 出 を 目 指 す エ リ ア と さ れ

て い る 。  

   【 柏 崎 市 第 五 次 総 合 計 画 ・ 後 期 基 本 計 画 】  

https://w ww.city . kashiwaza ki.lg.j p /shiseijo ho/shis a ku_keik

aku/sogok eikaku_ s ogosenrya ku/soug o ukeikaku/ 5jisogo k eikaku_

koki/3098 4.html  

 

  イ  柏 崎 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 位 置 付 け  

本 件 土 地 を 含 む 柏 崎 駅 周 辺 の 大 規 模 未 利 用 地 を 活 用 し た 都 市 機 能

の 更 新 ・ 集 約 が 進 み つ つ あ り 、 今 後 の 人 口 減 少 傾 向 を 考 え る と 、 都

市 活 動 の 中 心 と し て 求 心 性 を さ ら に 高 め 、 多 く の 人 が 住 み 、 訪 れ 、

賑 わ う よ う な 都 市 機 能 の 集 約 が 必 要 と さ れ て い る 。  

【 柏 崎 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 】  

https://w ww.city . kashiwaza ki.lg.j p /soshikii chiran/ t oshisei

bibu/tosh ikeikak u ka/1/2/04 /4612.h t ml  

 

  ウ  柏 崎 市 立 地 適 正 化 計 画 の 位 置 付 け  

本 件 土 地 を 含 む 柏 崎 駅 周 辺 は 、 柏 崎 の 玄 関 口 に ふ さ わ し い 顔 づ く

り を 行 い 、 拠 点 性 を 向 上 さ せ 、 魅 力 あ る ま ち な か 形 成 す る た め の

「 都 市 機 能 誘 導 区 域 」 と と も に 、 居 住 の 誘 導 や 人 口 密 度 を 維 持 す る

た め の 「 居 住 誘 導 区 域 」 に 位 置 付 け ら れ て い る 。  

   【 柏 崎 市 立 地 適 正 化 計 画 】  

https://w ww.city . kashiwaza ki.lg.j p /sangyo_b usiness / toshike

ikaku/rit itekise i ka/30904. html  

 

  エ  地 区 計 画 の 位 置 付 け  

本 件 土 地 を 含 む 柏 崎 駅 前 土 地 区 画 整 理 事 業 地 （ 駅 前 一 丁 目 、 日 石

町 、 鏡 町 、 錦 町 の 日 本 石 油 加 工 跡 地 と 駅 前 公 園 で 実 施 ） が 、 地 区 計

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogokeikaku_sogosenryaku/sougoukeikaku/5jisogokeikaku_koki/30984.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogokeikaku_sogosenryaku/sougoukeikaku/5jisogokeikaku_koki/30984.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/sogokeikaku_sogosenryaku/sougoukeikaku/5jisogokeikaku_koki/30984.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/toshiseibibu/toshikeikakuka/1/2/04/4612.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/toshiseibibu/toshikeikakuka/1/2/04/4612.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/sangyo_business/toshikeikaku/rititekiseika/30904.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/sangyo_business/toshikeikaku/rititekiseika/30904.html
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画 区 域 に 指 定 さ れ て い る 。 地 区 計 画 区 域 内 で は 、 商 業 ・ 業 務 施 設 の

適 正 な 誘 導 及 び 健 全 で 利 便 性 の 高 い 商 業 地 と 集 合 住 宅 地 等 と し て の

良 好 な 住 環 境 の 整 備 を 図 る こ と が 求 め ら れ る 。  

   【 柏 崎 駅 前 地 区 地 区 計 画 】  

https://w ww.city . kashiwaza ki.lg.j p /sangyo_b usiness / toshike

ikaku/tos hikeika k ukanren/1 0814.ht m l  

 

⑶  土 地 利 用 に 当 た っ て の 制 限 事 項  

提 案 に 当 た っ て は 、 以 下 の と お り 建 築 物 の 用 途 を 制 限 す る 。 な お 、 土

地 利 用 に 当 た っ て は 、 当 地 周 辺 に 与 え る 影 響 （ 周 辺 土 地 へ の 圧 迫 感 、 プ

ラ イ バ シ ー 、 日 照 、 騒 音 、 衛 生 な ど ） や 当 地 内 の 環 境 整 備 に 配 慮 す る 必

要 が あ る 。  

  ア  マ ー ジ ャ ン 屋 、 パ チ ン コ 屋 、 射 的 場 、 勝 馬 投 票 券 発 売 所 、 場 外 車

券 売 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

  イ  キ ャ バ レ ー 、 料 理 店 、 ナ イ ト ク ラ ブ 、 ダ ン ス ホ ー ル そ の 他 こ れ ら

に 類 す る も の  

  ウ  風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 2条 第 1項 第  

2号 及 び 第 3号 、同 条 第 6項 か ら 第 10項 及 び 第 13項 に 掲 げ る 営 業 の 用 に

供 す る も の  

  エ  畜 舎  

  オ  政 治 的 又 は 宗 教 的 用 途  

カ  公 序 良 俗 に 反 す る 用 途  

  

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/sangyo_business/toshikeikaku/toshikeikakukanren/10814.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/sangyo_business/toshikeikaku/toshikeikakukanren/10814.html
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４  売 却 条 件  
⑴  最 低 売 却 価 格  

８ １ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

買 受 希 望 価 格 が 最 低 売 却 価 格 未 満 で あ る 場 合 、 失 格 と す る 。  

⑵  土 地 の 引 渡 し  

現 状 有 姿 で の 引 渡 し と し 、 引 渡 し 時 点 で 土 地 上 に 存 す る 水 路 な ど の

構 築 物 、 残 置 物 及 び 地 下 埋 設 物 に つ い て も 売 却 物 件 に 含 む も の と し 、

買 受 人 へ こ れ を 無 償 で 譲 渡 す る も の と す る 。 ま た 、 土 壌 汚 染 に 係 る 一

切 の 費 用 に つ い て は 、 買 受 人 の 負 担 と す る 。 本 市 は 、 土 壌 汚 染 対 策 に

起 因 し て 発 生 す る 損 害 等 に つ い て 、 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

詳 し く は 、 物 件 調 書 を 確 認 す る こ と 。  

   引 渡 し 時 期 は 、 令 和 ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年 ３ 月 以 降 を 予 定 す る 。  

⑶  開 発 の 履 行  

買 受 人 は 、 売 買 契 約 を 締 結 し た 日 か ら 起 算 し て １ 年 以 内 に 提 案 内 容

に 即 し た 事 業 に 着 手 し 、 売 買 契 約 を 締 結 し た 日 か ら 起 算 し て ３ 年 以 内

に 完 成 さ せ な け れ ば い け な い 。 た だ し 、 本 市 の 承 諾 を 得 た 場 合 は こ の

限 り で は な い 。  

⑷  開 発 に 係 る 協 議  

Ｊ Ｒ 越 後 線 と 近 接 し て い る た め 、 建 設 に 伴 い 、 必 要 と な る 東 日 本 旅

客 鉄 道 株 式 会 社 と の 協 議 及 び 調 整 は 、 買 受 人 が 行 う も の と す る 。  

⑸  条 件 付 き 応 募 の 制 限  

本 件 土 地 の 購 入 に 際 し 、 融 資 利 用 の 特 約 （ 融 資 の 不 成 立 を 解 除 条 件

と す る 特 約 ） 付 き で の 契 約 を 前 提 と し た 応 募 は で き な い も の と す る 。  

⑹  事 業 の 継 続  

買 受 人 は 、 物 件 引 渡 し 日 か ら １ ０ 年 間 は 、 提 案 し た 事 業 計 画 を 変 更

す る こ と は で き ず 、 変 更 す る 場 合 は あ ら か じ め 本 市 の 書 面 に よ る 承 諾

を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ の 実 施 要 領 の 趣 旨 を 損 な う よ う な

変 更 は 認 め ら れ な い 。  

⑺  所 有 権 移 転 の 制 限  

買 受 人 は 、 物 件 引 渡 し 日 か ら １ ０ 年 間 は 、 本 件 土 地 の 所 有 権 を 第 三

者 に 移 転 し て は な ら な い 。 た だ し 、 本 事 業 を 履 行 で き る 第 三 者 に 承 継

す る 場 合 で 、 本 市 の 承 諾 を 得 た 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

⑻  買 戻 し 特 約  

市 は 、 買 受 人 が 提 案 し た 事 業 計 画 の 内 容 が 確 実 に 実 施 さ れ る よ う 、

所 有 権 移 転 の あ っ た 日 か ら １ ０ 年 間 の 買 戻 し 特 約 を 登 記 す る 。 買 戻 し

特 約 の 登 記 は 、 市 が 所 有 権 移 転 登 記 と 同 時 に 行 い 、 登 記 に 要 す る 費 用

は 買 受 人 の 負 担 と す る 。 市 が 合 意 し た 事 業 計 画 と 異 な る 計 画 が 実 施 さ

れ る な ど 、 こ の 実 施 要 領 の 趣 旨 を 損 な う こ と が 認 め ら れ た 場 合 、 本 件

土 地 の 買 戻 し を 行 う こ と が あ る 。 買 戻 し の 際 は 、 利 息 を 付 さ ず に 売 買

代 金 を 返 還 す る も の と し 、 そ の 他 の 費 用 は 一 切 返 還 し な い 。  

⑼  契 約 不 適 合 責 任  

買 受 人 は 、 売 買 契 約 締 結 後 、 土 地 に 面 積 の 不 足 等 契 約 の 内 容 に 適 合

し な い も の を 発 見 し て も 、履 行 の 追 完 の 請 求 、売 払 代 金 の 減 額 の 請 求 、

損 害 賠 償 の 請 求 又 は 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き な い も の と す る 。  
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５  参 加 資 格  
  本 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満

た し て い な け れ ば な ら な い 。 な お 、 複 数 の 者 が 共 同 で 参 加 す る 場 合 は 、

共 同 参 加 者 の 中 か ら 代 表 を 選 定 し 、 代 表 者 が 窓 口 と な る こ と 。 た だ し 、

単 独 で 参 加 し た 者 は 、 他 の 共 同 参 加 者 の 構 成 員 と な る こ と は で き ず 、 同

一 の 者 が 複 数 の 共 同 参 加 者 の 構 成 員 に な る こ と は で き な い 。 ま た 、 共 同

参 加 者 の 場 合 、 全 て の 構 成 員 が ⑵ か ら ⑺ ま で 全 て の 要 件 を 満 た す 必 要 が

あ る 。  

 ⑴  自 ら 本 件 土 地 を 取 得 し 、 開 発 ・ 運 用 す る 者 で あ る こ と 。  

 ⑵  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４ の 規

定 に 該 当 す る 者 で な い こ と 。  

 ⑶  参 加 意 向 申 出 書 提 出 期 限 か ら 契 約 締 結 ま で の 間 に 柏 崎 市 建 設 工 事 請

負 業 者 等 指 名 停 止 措 置 要 領 及 び 柏 崎 市 物 品 調 達 に 係 る 業 者 等 指 名 停 止

措 置 要 領 の 規 定 に よ る 停 止 措 置 を 受 け て い な い こ と 。  

⑷  次 の ア か ら キ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 ア  暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ）第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。）又 は 暴

力 団 員 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第

６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。）が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と

認 め ら れ る 者  

イ  自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に  損 害

を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 し て い る と 認 め

ら れ る 者  

ウ  暴 力 団 員 で あ る と 認 め ら れ る 者  

エ  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す

る 等 直 接 的 若 し く は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 若 し く は 運 営 に 協 力 し 、

又 は 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 者  

オ  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 す る と 認

め ら れ る 者  

カ  法 人 で あ っ て 、 そ の 役 員 （ そ の 支 店 又 は 営 業 所 の 代 表 者 を 含 む 。

キ に お い て 同 じ 。）が 、自 己 、自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図

る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団

員 を 利 用 し て い る と 認 め ら れ る も の  

キ  法 人 で あ っ て 、 そ の 役 員 の う ち に ウ か ら オ ま で の い ず れ か に 該 当

す る 者 が あ る も の  

⑸  会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 又 は 同 法 に よ る 改 正 前 の

会 社 更 生 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ７ ２ 号 ） の 適 用 申 請 を し た 者 （ 更 正

計 画 の 認 可 を 受 け た 者 を 除 く 。） で な い こ と 。  

⑹  民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） の 適 用 申 請 を し た 者 （ 再

生 計 画 の 認 可 を 受 け た 者 を 除 く 。） で な い こ と 。  

⑺  国 税 及 び 地 方 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  
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６  担 当 部 署 及 び 問 合 せ 先  
  〒 ９ ４ ５ － ８ ５ １ １  

新 潟 県 柏 崎 市 日 石 町 ２ 番 １ 号  

柏 崎 市 財 務 部 財 政 管 理 課 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 係  

電 話 番 号  ０ ２ ５ ７ － ２ １ － ２ ２ ４ ６ （ 直 通 ）  

フ ァ ク ス 番 号  ０ ２ ５ ７ － ２ ２ － ５ ９ ０ ３  

メ ー ル ア ド レ ス  z aisei@cit y.kashi w azaki.lg. jp  

 

 

 

７  本 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 日 程  

内 容  実 施 日 又 は 期 限  

公 告  令 和 6(2024)年 11 月 5 日 (火 )  

質 問 書 の 提 出  令 和 6(202 4 )年 1 1 月 5 日 (火 )か ら 2 2 日

(金 )午 後 4 時 ま で  

質 問 に 対 す る 回 答  令 和 6(2024)年 11 月 25 日（ 月 ）午 後 5 時

ま で に 行 う 。  

参 加 意 向 申 出 書 の 提 出  令 和 6(2024)年 11 月 29 日 (金 ) 午 後 4 時

ま で  

参 加 資 格 審 査 の 結 果 通 知  令 和 6(2024)年 12 月 9 日 (月 )（ 予 定 ）  

意 思 確 認 書 の 提 出  令 和 6(202 4 )年 1 2 月 16 日 (月 )午 後 4 時

ま で  

提 案 書 等 の 提 出  令 和 7(202 5 )年 1 月 9 日 (木 )午 後 4 時 ま

で  

提 案 書 等 の 審 査 及 び 評 価  

ヒ ア リ ン グ 等  

令 和 7( 2025)年 1 月 2 1 日 (火 )ま で に ヒ ア

リ ン グ を 実 施 （ 予 定 ）  

審 査 結 果 の 通 知  令 和 7(2025)年 1 月 24 日 (金 )（ 予 定 ）  

 

 

 

８  質 問 及 び 回 答  

 ⑴  質 問 書 の 提 出  

  ア  提 出 期 限  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 １ １ 月 ２ ２ 日 （ 金 ）  

午 後 ４ 時 必 着  

  イ  提 出 方 法  電 子 メ ー ル 、 フ ァ ク ス 又 は 郵 送 で 担 当 部 署 に 提 出 す る

と と も に 電 話 に よ る 連 絡 を 要 す 。  

  ウ  提 出 様 式  指 定 様 式 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 用 い る こ と 。  

⑵  質 問 に 対 す る 回 答  

   令 和 ６ (２ ０ ２ ４ )年 １ １ 月 ２ ５ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 質 問 者 に 回

答 す る と と も に 当 該 内 容 を ホ ー ム ペ ー ジ で 掲 載 す る 。  

  

mailto:zaisei@city.kashiwazaki.lg.jp
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９  参 加 意 向 申 出 書 の 提 出  
 ⑴  提 出 期 限   令 和 ６ (２ ０ ２ ４ )年 １ １ 月 ２ ９ 日 （ 金 ） 午 後 ４ 時 ま で  

⑵  提 出 書 類  

  ア  参 加 意 向 申 出 書 兼 誓 約 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

  イ  構 成 員 調 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）（ 共 同 で 参 加 す る 場 合 の み ）  

ウ  応 募 者 概 要 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）（ 個 人 の 場 合 は 、 不 要 ）  

エ  定 款 又 は こ れ に 相 当 す る 書 類 （ 個 人 の 場 合 は 、 不 要 ）  

オ  法 人 の 場 合 に あ っ て は 、 法 人 登 記 簿 謄 本 （ ３ か 月 以 内 に 発 行 さ れ

た も の と し 、 写 し 可 ）  

個 人 の 場 合 に あ っ て は 、 当 該 個 人 の 住 民 票 （ ３ か 月 以 内 に 発 行 さ

れ た も の と し 、 写 し 可 ）  

カ  決 算 書 類 （ 貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 ）（ 過 去 ３ 期 分 ）  

個 人 の 場 合 、 決 算 書 類 は 不 要 。 た だ し 、 個 人 事 業 主 と し て 事 業 所

得 の 申 告 を 行 っ て い る 場 合 は 、 確 定 申 告 書 の 写 し 及 び 収 支 内 訳 書 等

の 附 属 書 類 （ 過 去 ３ 年 分 ）  

キ  納 税 証 明 書 （ ３ か 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の ）  

（ ア ） 法 人 の 場 合  

a 柏 崎 市 に 納 税 が あ る 場 合  

（ a） 柏 崎 市 税 全 税 目 の 納 税 証 明 書 （ 柏 崎 市 発 行 ）  

（ b）「 法 人 税 」 及 び 「 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 」 に つ い て 未 納 額 が

な い 納 税 証 明 書 （ 所 管 税 務 署 発 行 ）  

b 柏 崎 市 に 納 税 が な い 場 合  

「 法 人 税 」 及 び 「 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 」 に つ い て 未 納 額 が な

い 納 税 証 明 書 （ 所 管 税 務 署 発 行 ）  

※ 上 記 の 納 税 証 明 書 を 完 納 証 明 書 に 代 え る こ と も 可 能 。  

（ イ ） 個 人 の 場 合  

a  柏 崎 市 に 納 税 が あ り 、 個 人 事 業 主 等 で 所 得 税 等 の 申 告 を し て

い る 場 合   

（ a） 柏 崎 市 税 全 税 目 の 納 税 証 明 書 （ 柏 崎 市 発 行 ）  

（ b）「 申 告 所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税 」 及 び 「 消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 」 に つ い て 未 納 額 が な い 納 税 証 明 書 （ 所 管 税 務 署 発 行 ）  

ｂ  柏 崎 市 に 納 税 が あ り 、 所 得 税 等 の 申 告 が な い 場 合  

      柏 崎 市 税 全 税 目 の 納 税 証 明 書 （ 柏 崎 市 発 行 ）  

ｃ  柏 崎 市 に 納 税 が な く 、 個 人 事 業 主 等 で 所 得 税 等 の 申 告 を し て

い る 場 合  

（ a） 居 住 市 町 村 の 市 町 村 民 税 の 完 納 を 証 明 す る 証 明 書  

（ b）「 申 告 所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税 」 及 び 「 消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 」 に つ い て 未 納 額 が な い 納 税 証 明 書 （ 所 管 税 務 署 発 行 ）  

d 柏 崎 市 に 納 税 が な く 、 所 得 税 等 の 申 告 も な い 場 合  

居 住 市 町 村 の 市 町 村 民 税 の 完 納 を 証 明 す る 証 明 書  

e 印 鑑 証 明 書 （ ３ か 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の ）  

※ 上 記 の 納 税 証 明 書 を 完 納 証 明 書 に 代 え る こ と も 可 能 。  

共 同 で 参 加 す る 場 合 、 全 て の 構 成 員 が ウ か ら キ ま で の 書 類 を 提 出 す

る こ と 。  

⑶  提 出 方 法  

  ア  持 参 す る 場 合  

    提 出 期 限 ま で（ 休 日 を 除 く 。）の 各 日 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時

１ ５ 分 ま で に 提 出 す る こ と 。  

  イ  郵 送 す る 場 合  

    提 出 期 限 必 着 と し 、 表 面 に 「 柏 崎 市 市 有 財 産 売 却 に 係 る 公 募 型 プ

ロ ポ ー ザ ル 参 加 意 向 申 出 書 等 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。  
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10 参 加 資 格 審 査 及 び 結 果 通 知  
参 加 意 向 申 出 書 の 提 出 者 が 参 加 資 格 を 満 た し て い る か 確 認 し 、 確 認 結

果 を 提 出 者 全 員 に 通 知 す る 。 本 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 が 認 め ら れ た 者 に

は 、 当 該 結 果 通 知 書 に 提 案 書 等 の 提 出 要 請 書 を 同 封 す る 。  

 

 

 

11 提 案 書 等 の 提 出 意 思 確 認 書 の 提 出  
提 案 書 等 の 提 出 を 要 請 さ れ た 者 は 、 次 の と お り 提 出 意 思 確 認 書 （ 別 記

第 ５ 号 様 式 ） を 担 当 部 署 へ 提 出 す る こ と 。 提 出 期 限 ま で に 提 出 が な い 場

合 は 、 辞 退 し た も の と み な す 。  

 ⑴  提 出 期 限  令 和 ６ (２ ０ ２ ４ )年 １ ２ 月 １ ６ 日 (月 )午 後 ４ 時 必 着  

⑵  提 出 方 法  持 参 若 し く は 郵 送  
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12 提 案 書 等 の 提 出  
 ⑴  提 出 書 類  

ア  土 地 活 用 企 画 提 案 書 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ）  

イ  土 地 買 受 希 望 価 格 書 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 ）  

最 低 売 却 価 格 以 上 の 金 額 を 記 入 す る こ と 。 な お 、 提 出 後 に 金 額 の

変 更 は で き な い 。  

ウ  事 業 計 画 書  

事 業 計 画 書 は 、 別 記 第 ８ － １ ～ ８ － １ ２ 号 様 式 に て 作 成 し 、 合 計

２ ０ 頁 （ Ａ ４ 版 縦 ・ 横 書 き ・ 左 綴 じ ） 以 内 と す る 。 た だ し 、 Ａ ３ 版

の 折 込 頁 の 挿 入 は 可 と す る 。  

  （ ア ） 事 業 収 支 計 算 書 （ 別 記 第 ８ － １ 号 様 式 ）  

     資 金 調 達 計 画 、 事 業 収 支 計 画 を 示 す こ と 。  

  （ イ ） 類 似 事 業 実 績 書 （ 別 記 第 ８ － ２ 号 様 式 ）  

（ ウ ） 事 業 コ ン セ プ ト （ 別 記 第 ８ － ３ 号 様 式 ）  

（ エ ） 計 画 概 要 （ 別 記 第 ８ － ４ 号 様 式 ）  

（ オ ） 事 業 効 果 （ 別 記 第 ８ － ５ 号 様 式 ）  

（ カ ） 付 加 価 値 の 創 出 （ 別 記 第 ８ － ６ 号 様 式 ）。  

  （ キ ） 建 築 物 ・ 工 作 物 等 の 概 要 （ 別 記 第 ８ － ７ 号 様 式 ）  

  （ ク ） 土 地 活 用 計 画 図 （ 別 記 第 ８ － ８ 号 様 式 ）  

平 面 図 、 立 面 図 、 建 物 配 置 図 、 イ メ ー ジ パ ー ス 図 、 動 線 、 車 両

進 入 路 、 植 栽 等 の 計 画 に つ い て 示 す こ と 。  

  （ ケ ） 地 域 へ の 配 慮 （ 別 記 第 ８ － ９ 号 様 式 ）  

  （ コ ） 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル （ 別 記 第 ８ － １ ０ 号 様 式 ）  

契 約 締 結 か ら 企 画 提 案 事 業 が 完 成 す る ま で の ス ケ ジ ュ ー ル を 示

す こ と 。  

  （ サ ） 事 業 実 施 体 制 （ 別 記 第 ８ － １ １ 号 様 式 ）  

契 約 締 結 か ら 運 営 に 至 る ま で の 実 施 体 制 を 示 す こ と 。  

  （ シ ） 事 業 に 対 す る リ ス ク 管 理 （ 別 記 第 ８ － １ ２ 号 様 式 ）  

⑵  提 出 部 数  正 本 １ 部 、 副 本 １ ０ 部  

⑶  提 案 書 の 作 成 方 法   

  提 案 書 等 の 作 成 に 当 た っ て は 、 評 価 項 目 に 照 ら し 、 極 力 簡 潔 な も の

と し 、 次 の 点 に 留 意 す る こ と 。  

ア  提 案 書 等 の 作 成 に 要 す る 費 用 は 、 全 て 応 募 者 の 負 担 と す る 。  

イ  提 出 書 類 の 作 成 に 当 た っ て は 、 言 語 は 日 本 語 、 数 字 は ア ラ ビ ア 数

字 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨 、 単 位 は 計 量 法 （ 平 成 ４ 年 法 律 第 ５ １ 号 ） に

定 め る 単 位 を 使 用 す る こ と 。  

ウ  商 号 又 は 名 称 、 企 業 ロ ゴ 等 は 記 載 し な い こ と 。  

エ  公 文 書 公 開 等 の 必 要 性 か ら 、 提 出 書 類 の 内 容 を 公 表 す る 場 合 が あ

る 。 応 募 書 類 の 著 作 権 は 、 応 募 者 に 帰 属 す る 。 た だ し 、 本 市 は 、 審

査 結 果 の 公 表 等 に 必 要 な 場 合 は 、 無 償 で 使 用 で き る も の と す る 。  

オ  提 案 書 等 提 出 後 の 内 容 変 更 及 び 差 し 替 え は で き な い 。  

カ  提 出 さ れ た 提 案 書 等 は 、 返 却 し な い 。  

⑷  提 出 期 限   令 和 ７ (２ ０ ２ ５ )年 １ 月 ９ 日 (木 )午 後 ４ 時 必 着  

⑸  提 出 方 法  

  ア  持 参 す る 場 合  

    提 出 期 限 ま で（ 休 日 を 除 く 。）の 各 日 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時

１ ５ 分 ま で に 提 出 す る こ と 。  

  イ  郵 送 す る 場 合  

    提 出 期 限 必 着 と し 、 表 面 に 「 柏 崎 市 市 有 財 産 売 却 に 係 る 公 募 型 プ

ロ ポ ー ザ ル 提 案 書 等 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。   
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13 提 案 書 等 の 審 査 及 び 評 価  
提 出 さ れ た 提 案 書 等 の 審 査 及 び 評 価（ 以 下「 審 査 等 」と い う 。）は 、柏

崎 市 市 有 財 産 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 選 定 委 員 会（ 以 下「 選 定 委 員 会 」

と い う 。） に お い て 、 次 の と お り 行 う 。  

 ⑴  評 価 基 準  

   下 記 の 審 査 基 準 の と お り 。  

 

⑵  評 価 方 法  

  ア  ヒ ア リ ン グ  

    全 提 案 者 に ヒ ア リ ン グ を 実 施 す る 。  

  イ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン  

    全 提 案 者 が プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 行 う 。  

  ウ  提 案 書 等 の 審 査 等  

提 出 さ れ た 提 案 書 等 、 ヒ ア リ ン グ 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 内 容

を ⑴ の 評 価 基 準 に 基 づ き 、 選 定 委 員 会 の 各 委 員 が 審 査 等 を 行 う 。  

  エ  上 記 ア か ら ウ に 係 る 日 時 及 び 場 所 に つ い て は 、 別 途 通 知 す る 。  

 

 

 

14 買 受 候 補 者 の 特 定  
選 定 委 員 会 に お い て 、 審 査 等 を 実 施 し た 結 果 、 各 委 員 に よ る 評 価 点 の

合 計 が 最 高 で あ る 者 を 買 受 候 補 者 と し て 特 定 す る 。 た だ し 、 本 プ ロ ポ ー

ザ ル に お け る 要 求 水 準（ 得 点 率 ６ ０ ％ 。た だ し「 １ ３ ⑴ 評 価 基 準 」の 内 、

評 価 項 目 ① 及 び ② の 合 計 点 が 対 象 。）を 満 た す 提 案 が な か っ た 場 合 は 、買

受 候 補 者 の 特 定 は 行 わ な い 。  

評 価 項 目  評 価 基 準  配 点  

① 事 業 者 の 適 格 性  10 

 1)事 業 遂 行 能 力  ・ 事 業 収 支 計 画  

・ 資 金 調 達 計 画  

・ 類 似 の 事 業 実 績  

10 

② 実 施 内 容 及 び 実 施 方 法  65 

 1)事 業 コ ン セ プ ト  ・ 事 業 コ ン セ プ ト  

・ 市 イ ベ ン ト 時 の 来 訪 者 受 入 へ の  

配 慮  

・ 交 流 人 口 の 増  

・ ビ ジ ネ ス ユ ー ザ ー の 利 便 性 へ の

配 慮  

・ 脱 炭 素 に む け た 取 組  

25 

2)付 加 価 値 の 創 出  ・ 宿 泊 機 能 以 外 の 事 業 展 開  5 

3)地 域 へ の 配 慮  ・ 周 辺 へ の 貢 献  

・ 周 辺 に 及 ぼ す 影 響 へ の 配 慮  

・ 市 内 事 業 者 の 活 用  

・ 地 元 事 業 者 へ の 優 先 的 配 慮  

20 

4)事 業 計 画 の 実 現 性  ・ 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル  

・ 事 業 の 実 施 体 制  

・ 事 業 に 対 す る リ ス ク 管 理  

15 

③ 価 格 点  25 

 1)買 受 価 格  配 点 ×（ 当 該 事 業 者 の 買 取 価 格 ÷

最 高 買 取 価 格 ）  

25 

合 計  100 
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各 委 員 に よ る 評 価 点 の 合 計 が 最 高 で あ る 者 が 複 数 い る 場 合 は 、「 １ ３ ⑴

評 価 基 準 」 の 内 、 評 価 項 目 ① 及 び ② の 合 計 点 が 高 い も の 者 を 買 受 候 補 者

と す る 。  

 

 

 

15 審 査 等 の 結 果 通 知  
選 定 委 員 会 に お い て 、 提 案 書 等 の 審 査 等 を 行 っ た 結 果 は 、 全 提 案 者 に

通 知 す る 。  

 

 

 

16 提 案 資 格 の 喪 失 等  
提 案 書 等 の 提 出 を 求 め た 者 が そ の 後 、 次 に 掲 げ る い ず れ か に 該 当 す る

こ と と な っ た 場 合 は 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 資 格 を 失 う こ と と な る 。 ま

た 、既 に 提 案 書 等 を 提 出 し て い る 場 合 に は 、当 該 提 案 書 等 は 無 効 と す る 。  

 ⑴  ５ で 示 す 参 加 資 格 を 満 た さ な い こ と と な っ た 場 合  

⑵  提 出 し た 書 類 に 虚 偽 の 内 容 を 記 載 し た 場 合  

⑶  提 案 書 等 が 提 出 期 限 を 経 過 し て 提 出 さ れ た 場 合  

⑷  １ ２ ⑸ で 示 す 以 外 の 方 法 で 提 案 書 等 を 提 出 し た 場 合  

⑸  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 関 係 者 に 故 意 に 接 触 を 求 め た 場 合  

⑹  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 公 平 性 を 害 す る 行 為 が あ っ た 場 合  

 

 

 

17 契 約 手 続 等  
 ⑴  普 通 財 産 売 払 申 請 書 の 提 出  

買 受 候 補 者 は 、 売 買 契 約 の 締 結 に 当 た り 、 普 通 財 産 売 払 申 請 書 （ 様

式 第 １ １ ６ 号 ） を 提 出 す る こ と 。  

⑵  契 約 の 締 結   

ア  買 受 候 補 者 が 決 定 し た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 、 本 件 土 地 の 売 買 仮

契 約 （ 以 下 「 仮 契 約 」 と い う 。） を 締 結 す る も の と す る 。 な お 、 正

当 な 理 由 な く し て 期 日 ま で に 締 結 に 至 ら な い と き 、 買 受 候 補 者 の

決 定 は 無 効 と な る 。  

イ  買 受 候 補 者 が 期 日 ま で に 本 市 と 仮 契 約 を 締 結 し な い 場 合 、 本 市

は 買 受 候 補 者 に 代 わ っ て 次 順 位 者 と の 間 で 仮 契 約 を 締 結 す る こ と

が で き る も の と す る 。  

ウ  仮 契 約 は 、 新 潟 県 柏 崎 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の

取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ９ 年 条 例 第 １ ５ 号 ） 第 ３ 条 の

規 定 に 基 づ く 、 柏 崎 市 議 会 の 議 決 を 得 た 日 に 、 売 買 契 約 （ 以 下

「 本 契 約 」 と い う 。） に 移 行 す る 。  

エ  柏 崎 市 議 会 の 議 決 を 得 ら れ な い と き は 、 仮 契 約 は 効 力 を 失 う も

の と し 、 当 該 契 約 が 効 力 を 失 っ た こ と に 関 し て 、 本 市 は 一 切 の 責

任 を 負 わ な い も の と す る 。  

⑶  契 約 保 証 金  

仮 契 約 締 結 に 当 た り 、 契 約 保 証 金 と し て 契 約 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０

を 本 市 に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

な お 、 契 約 保 証 金 は 売 買 代 金 の 一 部 に 充 当 す る こ と が で き る も の と

す る 。  

⑷  売 買 代 金 の 納 入  

市 長 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 、 指 定 の 期 日 （ 本 契 約 締 結 の 日 か
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ら ３ ０ 日 以 内 ） ま で に 全 額 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

⑸  物 件 の 引 渡 し 及 び 所 有 権 移 転 登 記  

本 件 土 地 の 所 有 権 は 、 売 買 代 金 が 完 納 さ れ た と き に 、 移 転 す る も の

と す る 。  

所 有 権 移 転 登 記 は 、 売 買 代 金 納 付 後 、 買 受 人 の 請 求 に よ り 本 市 が 行

う 。 所 有 権 移 転 に 必 要 な 登 録 免 許 税 及 び そ の 他 売 買 契 約 に 係 る 必 要 な

費 用 は 、 買 受 人 の 負 担 と す る 。  

⑹  公 租 公 課  

本 件 土 地 の 引 渡 し 後 に 発 生 し た 公 租 公 課 等 は 、 買 受 人 の 負 担 と す

る 。  

⑺  買 受 人 の 責 務  

ア  売 買 契 約 締 結 後 の 土 地 利 用 に 当 た り 、関 係 法 令 や 条 例 を 遵 守 す る

こ と 。  

イ  建 築 物 の 建 設 に 当 た り 、計 画 内 容 等 の 地 元 説 明 、紛 争 や 周 辺 へ の

影 響 に 係 る 近 隣 住 民 と の 協 議 を 、買 受 人 自 ら の 責 任 及 び 負 担 で 行 う

こ と 。  

ウ  提 案 事 業 の 実 施 に 当 た っ て 、 開 発 許 可 申 請 の 手 続 に よ る 変 更 等 、

や む を 得 な い 事 情 に よ り 、選 考 さ れ た 提 案 内 容 を 変 更 す る 場 合 に は 、

事 前 に 書 面 に よ り 市 に 申 請 し 、承 認 を 得 る こ と 。た だ し 、 こ の 実 施

要 領 の 趣 旨 に 反 す る 変 更 は 認 め な い 。  

エ  道 路 、 上 下 水 道 、電 気 、ガ ス 、通 信 等 の 施 設 に つ い て 、そ れ ら の

事 業 者 と 調 整 し 、 買 受 人 自 ら の 責 任 及 び 負 担 で 行 う こ と 。  

⑻  違 約 金 の 発 生  

買 受 人 が 、 指 定 期 日 ま で に 事 業 を 行 わ な か っ た 場 合 は 、 契 約 金 額 の

１ ０ ０ 分 の ３ ０ の 違 約 金 が 発 生 す る 。  

⑼  損 害 賠 償  

買 受 人 が 事 業 実 施 の 不 履 行 等 で 市 に 損 害 を 与 え た と き 又 は 違 約 金 を

超 え る 損 害 が 発 生 し た 場 合 は 、 そ の 超 過 額 を 損 害 賠 償 金 と し て 支 払 う

も の と す る 。  

 

 

 

18 そ の 他  

 ⑴  本 プ ロ ポ ー ザ ル に 係 る 一 切 の 費 用 は 、 参 加 者 の 負 担 と す る 。  

⑵  提 出 さ れ た 書 類 及 び 提 案 書 等 は 、 返 却 し な い 。  

⑶  本 市 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 提 出 さ れ た 提 案 書 等 を 無 償 で 使 用 で き

る こ と と す る 。 た だ し 、 使 用 に 当 た っ て は 、 提 案 者 の 承 諾 を 要 す る 。  

⑷  参 加 者 が ２ 者 の 場 合 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル 終 了 後 の 結 果 公 表 に お い て 、

次 順 位 者 の 得 点 は 、 公 表 し な い 。  

⑸  提 出 を 要 請 し た 必 要 書 類 以 外 の も の は 、 一 切 受 理 し な い 。 ま た 、 提

出 後 の 差 し 替 え 又 は 記 載 内 容 の 変 更 は 、 認 め な い 。  

⑹  こ の 要 領 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 プ ロ ポ ー ザ ル

方 式 実 施 取 扱 要 綱 、 新 潟 県 柏 崎 市 財 務 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 規 則 第 ５ 号 ）

等 の 関 連 す る 法 令 、 規 則 及 び 通 知 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑺  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か は 、 選 定 委 員 会 に お い て 決 定 す る 。  
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物 件 調 書  

 
物

件

の

表

示 

 

土 地 の 所 在 地 番  

柏 崎 市 日 石 町 字 仲 才 身 1562 番 1 

柏 崎 市 日 石 町 字 小 二 百 刈 1568 番  

柏 崎 市 日 石 町 字 塩 込 1572 番 4 

土 地 の 面 積  5,557.59 ㎡ （ 実 測 に よ る 。）  

土 地 の 地 目  宅 地  

接 面 道 路 ・ 幅 員  
北 側 の 市 道 柏 崎 2-1 56 号 線 は 、 都 市 計 画 道 路 （ 日 石

町 鏡 町 線 ： 幅 員 17m） と し て 整 備 済 み 。  
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 都 市 計 画  都 市 計 画 区 域 内 ・ 非 線 引 き  

用 途 指 定  商 業 地 域  

建 ぺ い 率  80% 

容 積 率  400%  

防 火 地 域  規 制 な し  

そ の 他  柏 崎 駅 前 地 区 地 区 計 画 （ 高 さ 制 限 等 有 り 。）  

土 砂 災 害 警 戒 区 域  区 域 外  

津 波 災 害 警 戒 区 域  区 域 外  

洪 水 浸 水 想 定 区 域  区 域 内 ※ ハ ザ ー ド マ ッ プ を 添 付  

高 潮 浸 水 想 定 区 域  区 域 外  

供

給

施
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電 気  東 北 電 力 ㈱  

上 下 水 道  柏 崎 市 上 下 水 道 局  

都 市 ガ ス  北 陸 ガ ス 株 式 会 社  

近 接 交 通 機 関  

及 び 公 共 施 設 等  

交 通 機 関  JR 柏 崎 駅 （ 320m）  

高 速 道 路  柏 崎 イ ン タ ー チ ェ ン ジ （ 3 ,700m）  

公 共 施 設  柏 崎 市 役 所 （ 70m）  

          柏 崎 市 上 下 水 道 局 （ 220m）  
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（ 1） 売 却 地 は 一 括 売 却 と し 、 部 分 売 却 は 認 め ま せ ん 。  

（ 2） 土 地 及 び 付 帯 す る 工 作 物 を 現 状 有 姿 で 売 却 し ま す 。  

（ 3）本 物 件 は 、過 去 に 製 油 所 及 び 石 油 製 品 製 造 工 場 が 操 業 し て い た こ と

を 踏 ま え 、土 壌 汚 染 調 査 を 実 施 し て い ま す 。そ の 結 果 、一 部 の 区 域 で

自 然 由 来 と す る 土 壌 溶 出 量 の 環 境 基 準 値 の 超 過 を 確 認 し て い ま す 。  

（ 4）本 物 件 の 形 質 変 更 を 行 う 際 は 、土 壌 汚 染 対 策 法 な ど の 関 係 法 令 に 基

づ く 手 続 き を 適 正 に 実 施 し て く だ さ い 。  

（ 5）本 物 件 の 最 低 売 却 価 格 は 、土 壌 汚 染 の 状 況 を 要 因 と し た 減 価 分 を 含

ん で い ま す 。  

（ 6）地 盤 調 査 は 、実 施 し て い ま せ ん 。提 案 内 容 に よ り 必 要 と な る 各 種 調

査 は 、 借 受 人 の 費 用 負 担 で 実 施 し て く だ さ い 。  

（ 7）本 調 書 は 、物 件 の 概 要 を 把 握 す る た め の 参 考 資 料 で す 。現 地 の 状 況

や 利 用 制 限 等 は 、 各 自 で 調 査 、 確 認 し て く だ さ い 。  

 


